
 
 
 
 
 
 
 
 
 

皆様のご協力により､集中対策期間が終了しましたが､感染の再拡大を防止するため､ 

引き続き､新北海道スタイルの実践とともに、次の対策の徹底をお願います｡ 

 
 

 

・マスク、手洗い、３密の回避、体調不良時の外出自粛 

・緊急事態宣言の対象地域との不要不急の往来を控える 
 
 
 
・「黙食」を実践する 

（４人以内など少人数､短時間で､深酒をせず､大声を出さず､会話時はマスク着用) 
 
 
 
・休憩場所など、感染リスクが高い場所での対策を徹底する 

・テレワークや時差出勤を推進する 
 
 
 

 

 

 

誰でも感染するリスクがあります。 

感染した方など、誹謗中傷に苦しんでいる方がいらっしゃいます。 

一人一人が「冷静な思いやりをもった行動」をとるようお願いします｡ 
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【３月８日版】 

みなさまへのお願い 

新型コロナウイルス感染症対策 

１ 外出の際には 

２ 飲食の際には 

３ 職場内では 

 

・卒業式、入学式、入社式等では､感染防止対策を徹底する 

・歓送迎会、飲食につながる謝恩会等は控える 

・入学、着任までの体調管理を徹底するとともに、引越時期を分散化する 

特に､今年の年度末･年度始めにあたって

は 

 


